
 

 

１ 地方税の手続きは「eLTAX（エルタックス）」で！ 

 沖縄県は、地方税の手続きをインター

ネットを通じて電子的に行うシステム、

eLTAX（地方税ポータルシステム）の利用

を推進しています。 

 eLTAX を利用すれば、「電子申告」・

「電子申請・届出」・「「通通 

税」が可能です。 

 

２ 紙で申告・届出をする際のご注意 

  令和６年５月以降、沖縄県がお送りする法人事業税・県民税の申告書及び 付書は、

複写式（カーボン紙）ではなく、普通紙に変更されています。 

  紙で申告書や届出書※を提出される方は、以下の点にご注意ください。 

①  控えはご自身で用意してください。控えが必要な場合は、ご自身で提出用をコピー

するなどして手元に保管してください。 

 

② 【郵送で提出する場合】収受日付印のある控えが必要な場合は、控えのほか、返信用

封筒（宛名ご記入の上、所要額の切手貼付）を同封してください。 

㊟ 控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、申告内容を証

明するものではありません。 

※ 届出事項に変更が生じた場合には、その旨を届け出なければなりません。 

 

３ 休業中であっても申告は必要です 

  法人税法に基づき、内国法人は事業年度が終了した後に確定申告を行う義務がありま

す。これは地方税においても同様です。 付すべき税額がない場合や、事業を休業して

いる場合であっても、確定申告書を提出する必要があります。 

※ eLTAX に関する詳細は「eLTAX 地方税ポータルシステム」をご確認ください 

～法人事業税・県民税等の申告にご協力ください～ 

休業、再開、移転など 


